
 

 

 

 

2015 年 6 月 19 日 

各      位 

会 社 名 株 式 会 社 ア イ テ ィ フ ォ ー 

代表者名  代 表 取 締 役 社 長  東 川  清 

（証券コード  ４７４３ 東証第一部 ） 

問合せ先 取締役管理本部長  中山  かつお 

（TEL．03－5275－7841） 

 

「内部統制システム構築に関する基本方針」の一部改定に関するおしらせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、内部統制システム構築に関する基本方針を一部改定す

ることを決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

１．当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制 

（１） 当社は、当社グループのコンプライアンスの全体を統括する組織として、「コンプライ

アンス・リスク管理理委員会」を設置する。 

（２） コンプライアンス・リスク管理委員会は当社及び子会社の取締役・使用人の法令・定款

等の遵守を徹底するため、コンプライアンスに係る定期的な社内教育を実施するととも

に、コンプライアンスの実施状況を管理・監督し、これらの活動が適宜取締役会及び監

査等委員会に報告される体制を構築する。 

（３） コンプライアンスの推進については、コンプライアンスに関する規程に基づき、当社及

び各子会社の取締役・使用人がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として

とらえ業務運営にあたるよう、研修等を通じ指導する。 

 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制並びに子会社の取締役等の職務

の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

  取締役の職務の執行に関する情報については、文書管理規程の定めに従い、閲覧可能な状態 

で適切に保存及び管理する。また、子会社についても、関係会社管理規程及び職務権限規程 

により、当社取締役会または業務執行委員会に承認を得るべき事項、報告すべき事項を定め 

る。 

 

 

３．当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

（１） 当社は、リスク管理全体を統括する組織として、「コンプライアンス・リスク管理委員

会」を設け、当社及び子会社の有事においては社長を本部長とする「緊急対策本部」が

統括して危機管理にあたることとする。 



（２） 平時においては、情報セキュリティ面、環境面、労働衛生面、製品安全面、品質面等で

有するリスクを分析し、リスク管理に関する規程に基づき、そのリスクの軽減に取り組

む。 

（３） 「コンプライアンス・リスク管理委員会」の下部組織として、「セキュリティ委員会」、｢オ

フィス効率化・環境整備委員会｣、｢品質管理委員会｣を設け、各委員会が専門的な立場か

ら、業務運営上のリスクを分析し、「コンプライアンス・リスク管理委員会」に報告する

とともに、社内での研修等を随時実施しリスク管理の浸透を図る。 

 

４．当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

（１） 当社及び子会社の経営等に関する重要事項については、法令及び定款の定めに従い、原

則毎月１回及び必要に応じて適宜取締役会を開催し、必要かつ適正な協議または審議を

行い決定するとともに、取締役の職務の執行の監督等を行う。 

（２） 取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、全取締役及び全執行役員が出

席する業務執行委員会を毎月適宜開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に

かかわる意思決定を機動的に行う。 

（３） 取締役（監査等委員である者を除く。）は、その指揮の下、職務分掌規程、職務権限規

程に基づき、責任と権限が明確な組織体系を構築し、重要な課題に迅速かつ柔軟に対応

する。 

 

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

（１） 当社は、各子会社にコンプライアンス担当者を置くとともに、「コンプライアンス・リス

ク管理委員会」が当社グループ全体のコンプライアンスの実施を管理・監督する。 

（２） 子会社については、関係会社管理規程に従い、管理、指導及び監査を実施するとともに、

経営状態を把握するために定期的な報告と協議を行う。 

（３） 当社の取締役（監査等委員である者を除く。）が、子会社の取締役を兼務し、各子会社の

経営会議において必要に応じて重要な課題や新たに認識されたリスク等への対処につい

て報告する機会を確保する等、グループ全体の経営効率の向上やリスク管理体制の充実

を図る。 

 

６．当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使 

用人の他の取締役（監査等委員である者を除く。）からの独立性に関する事項並びに監査等委員 

会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項  

（１） 監査等委員会が必要とした場合は、その職務を補助する使用人を配置するものとし、そ

の配置にあたっては監査等委員会の意見を参考にする。 

（２） 監査等委員会の職務を補助すべきものとして配置された使用人の人事（異動、評価、懲

戒等）については、監査等委員会と人事部が事前に協議を行う。 

（３） 監査等委員の職務を補助すべきものとして配置された使用人は、監査等委員会の職務を

補助するに際しては、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。 

 

７．監査等委員会への報告に関する体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不 

利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

当社及び子会社の取締役・使用人は、監査等委員会の求めがあった時は、監査等委員会に出

席し該当事項について説明する。また、当社及び子会社の取締役・使用人は、法令で定めら

れた事項のほか、当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実等を発見し、また

は報告を受けた場合には、遅滞なく監査等委員に報告する。 

当社及び各子会社は、監査等委員に報告した者に対し、当該報告を理由とする不当な扱いを

受けないよう規定するとともに、運用の徹底を図る。 



８．監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる 

費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係

る方針に関する事項 

監査等委員は、職務の執行について生ずる費用の前払又は償還、負担した債務の債権者に対

する弁済等を当社に求めることができる。取締役（監査等委員である者を除く。）は当該費用

または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要であるか否かにつき疑義が生じた場合を除

き、遅滞なくこれを処理し、十分な監査が妨げられることがないよう取り計らう。 

 

９．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査等委員会は、監査に必要な情報を把握するため、関連する会議へ出席することができ、

資料等の閲覧も自由に行うことができる。また会計監査人、顧問弁護士、各子会社の監査役

と情報交換に努め、連携して当社及び子会社の監査の実効性を確保するものとする。 

 

 

以 上 


